
第９９号議案 

 

 

 

   中野区区民ホール及び芸能小劇場条例の一部を改正する条例 

 

 

 

 上記の議案を提出します。 
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（提案理由） 

 施設の利用料金及び使用料の限度額を改定する必要がある。 

  



中野区区民ホール及び芸能小劇場条例の一部を改正する条例 

 

中野区区民ホール及び芸能小劇場条例（平成４年中野区条例第４６

号）の一部を次のように改正する。 

別表中野区野方区民ホールの項中「１０，３００円」を「９，８０

０円」に、「１２，９００円」を「１２，３００円」に、「１９，４

００円」を「１８，５００円」に、「２６，０００円」を「２４，８

００円」に、「２７，９００円」を「２７，８００円」に、「３７，

１００円」を「３７，２００円」に、「３１，１００円」を「２９，

７００円」に改め、同表なかの芸能小劇場の項中「５，２００円」を 

「５，０００円」に、「６，１００円」を「５，８００円」に、 〇７
 

，１００円 〇９，４００円  を 〇７，５００円 〇８，７００円  に、 
 

 〇９，４００円 １２，９００円 を 〇９，０００円 １２，３００円 
 

に、「１３，３００円」を「１３，５００円」に、「１８，１００円」 
 

を「１８，５００円」に、 １２，９００円 １４，９００円  を １ 
 

２，３００円 １４，２００円  に、「２１，６００円」を「２１，３ 
 

００円」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年７月１日（以下「施行日」という。）から

施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 施行日前に中野区区民ホール及び芸能小劇場条例別表に掲げる施

設（中 野区 野方 区民 ホー ルの 入場 料 を徴収 する 場合 の使 用（ 平日

（土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第
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１７８号）に規定する休日（以下単に「休日」という。）以外の日

をいう。以下同じ。）の午後（午後１時から午後５時までをいう。

以下同じ。）の使用を除く。）及びなかの芸能小劇場の入場料を徴

収する場合の使用（土曜日、日曜日及び休日の午前（午前９時から

正午までをいう。以下同じ。）及び土曜日、日曜日及び休日の夜間

（午後 ６時 から 午後 １０ 時ま でを い う。以 下同 じ。 ）の 使用 を除

く。）を除く。）について施行日以後に係る使用の承認を行う場合

の利用料金及び使用料の限度額については、改正後の同表（中野区

野方区民ホールの項の入場料を徴収する場合に係る規定（平日の午

後に係る規定を除く。）及びなかの芸能小劇場の項の入場料を徴収

する場合に係る規定（土曜日、日曜日及び休日の午前及び土曜日、

日曜日及び休日の夜間に係る規定を除く。）を除く。）の規定を適

用した額とする。 

３ この条例の施行の際現に使用の承認（前項に規定する場合の使用

の承認を除く。）を受けている者の利用料金及び使用料については、

なお従前の例による。 


